
例年、４月中旬から５月にかけては、失業給付金の受給手続きをされる方が多数い
らっしゃるため、今年度も混雑が予想されます。４月以降にお手続きをお考えの方は、
以下をご一読いただき、混雑緩和にご協力をお願いいたします。

●混雑が予想される時期
４月７日以降５月中旬までが混雑が予測されます。特に正午過ぎから混雑する傾向に
ありますので、午前中の来所をお勧めします。

●特に混雑が予測される日にち
４月：１０日１１日１４日１５日１８日２１日２２日２５日２８日３０日
５月： １日 ２日 ７日 ９日１２日

※赤字の日は最大待ち時間が３時間以上となる可能性があります。

●失業給付金の仮手続きについて
失業給付金の受給手続きにつきましては、退職した事業所が発行した離職票が必要で
すが、退職日の翌日から１２日以上経過した場合、離職票がお手元にない場合でも仮の
受給手続きが可能です。このホームページの◇お手続きに必要なものを参照していただ
き、離職票以外の申請に必要な書類を持参してください。

※３月３１日に退職する方が仮の受給手続きが可能となる日にちは、４月１４日（月）
以降となります。そのため、４月１４日（月）は特に混雑が予想されます。
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※離職票は後日雇用保険説明会のタイミング等早めにご持参ください。初回認定日より
後に離職票を受理した場合、失業給付金の入金が通常より遅くなる場合がございます。

●受給中の本人確認について
失業給付金受給中の本人確認については、写真２枚（タテ３㎝×ヨコ２．４㎝、高年
齢被保険者の方は１枚）か、マイナンバーカードを都度提示していただくかを選択でき
ます。マイナンバーカードを提示していただく場合、写真の提出は不要ですが、失業認
定日ごとに確認が必要となりますので、写真をご提出いただく場合より、失業の認定に
お時間を頂戴します。

●ハローワークへの来所日（失業認定日）について
失業給付金を受給するためには、ハローワークが指定した日に来所し、失業の認定を
受ける必要があり、指定した日を失業認定日といいます。
失業認定日につきましては、原則失業給付金の受給手続きをした日から４週後ごとの
日を指定します（例えば４月２日（水）に受給手続きを行った方は初回の失業認定日が
４月３０日（水）となります。なお、金曜日にお手続きをされた方は、初回の失業認定
日は４週後の１日前の木曜日となり、その後も木曜日が失業認定日となります。また、
祝日等がある場合は前後の平日が失業認定日となります）。

●教育訓練給付金（一般・特定一般・専門実践）指定講座を受講予定の方へ
令和７年４月１日以降に、教育訓練給付金指定講座を受講開始予定の方は、給付制限
期間の解除が出来る場合がございますので、受給手続きの際にお申し出ください。
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